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３
月
の
お
知
ら
せ

お
問
合
わ
せ
先
に
各
課
の
直
通
番
号
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

役
場
代
表
の
お
問
合
わ
せ
先
は
こ
ち
ら
で
す
。

☎
０
９
９
７ ｰ 

７
２ ｰ 

１
１
１
１

※
な
お
、
平
日
の
午
後
５
時
15
分
以
降
や
休
日
は
、
宿
直
室
に

つ
な
が
り
ま
す
。

■お問合わせ先　 水産観光課世界自然遺産せとうち町対策室
　　　　　　　　 ☎ 0997 － 72 － 1115

令
和
5
年
6
月
1
日
に
ア
カ
ミ
ミ
ガ

メ
と
ア
メ
リ
カ
ザ
リ
ガ
ニ
が
「
条
件

付
特
定
外
来
生
物
」
に
指
定
さ
れ
ま

し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
野
外
へ
の
放
出
、
販
売
、

購
入
、
輸
入
、
頒
布
等
を
許
可
な
し

に
行
う
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

違
反
し
た
場
合
、
罰
則
・
罰
金
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

一
方
、
一
般
家
庭
で
ペ
ッ
ト
と
し
て

飼
育
し
て
い
る
ア
カ
ミ
ミ
ガ
メ
・
ア

メ
リ
カ
ザ
リ
ガ
ニ
は
こ
れ
ま
で
ど
お

り
飼
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ア
カ
ミ

ミ
ガ
メ
・
ア
メ
リ
カ
ザ
リ
ガ
ニ
が
寿

命
を
迎
え
る
ま
で
大
切
に
飼
育
し
、
絶

対
に
野
外
に
は
放
出
し
な
い
よ
う
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
、
外
来
生
物
の
情
報
や
ご
不

明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
お
気

軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

「
世
界
自
然
遺
産
の
島
」

  

奄
美
大
島
、
徳
之
島
、
沖
縄
島
北
部
及
び
西
表
島
vol.105

ア
カ
ミ
ミ
ガ
メ
と
ア
メ
リ
カ
ザ
リ
ガ
ニ
の
規
制
に
つ
い
て

（提供：環境省）

Ⓒ amami-ancc

数
々
の
ド
ラ
マ
を
生
み
、

32
回
目
の
開
催
を
迎
え
る

『
２
０
２
４
奄
美
シ
ー
カ
ヤ
ッ

ク
マ
ラ
ソ
ン
IN
加
計
呂
麻
大

会
』
今
年
は
、
7
月
７
日
㈰

に
開
催
し
ま
す
！

紺
碧
に
輝
く
大
島
海
峡
を
舞

台
と
し
た
、
国
内
最
大
規
模

の
シ
ー
カ
ヤ
ッ
ク
大
会
に
、

あ
な
た
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て

み
ま
せ
ん
か
？

▼
大
会
開
催
日

７
月
６
日
㈯
・
７
日
㈰

▼
場
所

瀬
戸
内
町 

大
島
海
峡
一
帯

▼
申
込
期
間

３
月
１
日
㈮
～
５
月
８
日
㈬

▼
参
加
料

大
人
１
０
，
０
０
０
円

小
人
（
小
学
生
～
高
校
生
）

５
，
０
０
０
円

▼
対
象

小
学
生
以
上
の
健
康
な
方
（
但

し
、
小
学
生
は
保
護
者
同
伴

に
限
る
。
未
成
年
者
は
承
諾

書
に
保
護
者
の
同
意
が
必

要
）。
ま
た
、
海
上
で
の
セ
ル

フ
レ
ス
キ
ュ
ー
が
で
き
る
方
。

▼
定
員

３
０
０
艇
（
先
着
順
）

▼
エ
ン
ト
リ
ー
方
法

①
大
会
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら

h
ttp

s://sk-a
m

a
m

i.co
m

②
瀬
戸
内
町
役
場
水
産
観
光

課
窓
口
（
平
日
午
前
8
時
30

分
～
午
後
5
時
15
分)

  大会公式
Instagram

■お問合わせ先【エントリーについて】
奄美シーカヤックマラソン IN 加計呂麻大会エントリーセンター（平日午前 9 時 30 分～午後 5 時 30 分）
〒 675-0063　兵庫県加古川市加古川町平野 185-1 ㈱ファインシステム内
☎ 079 － 420 － 6663　 FAX 079 － 420 － 6662
■お問合わせ先【大会について】
奄美シーカヤックマラソン IN 加計呂麻大会事務局（瀬戸内町役場水産観光課内）
☎ 0997 － 72 － 1115

環境省
ホームページは

こちらから

▶
ア
カ
ミ
ミ
ガ
メ

◀
ア
メ
リ
カ
ザ
リ
ガ
ニ

２
０
２
４
奄
美
シ
ー
カ
ヤ
ッ
ク

マ
ラ
ソ
ン
IN
加
計
呂
麻
大
会

参
加
者
募
集
！

募 集
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現
在
、
移
住
を
テ
ー
マ
に

宇
検
村
・
瀬
戸
内
町
の
合

同
職
員
研
修
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
宇
検
村
・

瀬
戸
内
町
に
お
住
ま
い
の

方
に
、
移
住
に
関
し
て
ご

意
見
を
お
聞
か
せ
い
た
だ

き
、
今
後
の
移
住
対
策
に

活
か
し
て
い
く
こ
と
が
で

き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
ご
回

答
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

▼
対
象

宇
検
村
・
瀬
戸
内
町
在
住

の
方

▼
回
答
期
限

3
月
31
日
㈰
ま
で

宇
検
村
・
瀬
戸
内
町

へ
の
移
住
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

お知らせ■お問合わせ先　 総務課人事行政係　☎ 0997 － 72 － 1111

交
通
災
害
共
済
の
申
込
み
募
集

■お問合わせ・お申込み先　 総務課危機管理係　☎ 0997 － 72 － 1111

▼
交
通
災
害
共
済
と
は
？

年
間
５
０
０
円
で
加
入
が
で
き
、
自
動
車
や

自
転
車
な
ど
の
車
両
や
旅
客
機
・
旅
客
船
な

ど
の
事
故
（
自
損
事
故
を
含
む
）
が
原
因
で

身
体
に
傷
害
を
受
け
た
場
合
に
、
治
療
日
数

に
応
じ
て
見
舞
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

る
保
険
で
す
。
詳
し
く
は
、
3
月
中
旬
に
各

世
帯
に
配
布
し
ま
す
加
入
申
込
書
と
同
封
の

交
通
災
害
共
済
の
資
料
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
料
金

年
間
掛
金
５
０
０
円
（
令
和
６
年
4
月
1
日

か
ら
令
和
７
年
3
月
31
日
ま
で
）

▼
申
込
方
法

加
入
申
込
用
紙
と
１
人
に
つ
き
５
０
０
円

を
、
役
場
2
階
総
務
課
危
機
管
理
係
窓
口
へ

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
期
間

3
月
18
日
㈪
か
ら
受
付
開
始
、
年
度
途
中
い

つ
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

募 集

就
農
を
め
ざ
す
人
材
（
担
い
手
）
を

募
集
し
ま
す
！

本
町
に
お
い
て
農
業
経
営
お
よ
び
農

業
法
人
等
に
就
農
を
希
望
す
る
者
に

対
し
て
、
農
業
の
基
礎
知
識
、
経
営

方
法
、
技
術
に
関
す
る
実
地
研
修
を

行
い
、
地
域
農
業
の
振
興
に
貢
献
し

う
る
人
材
の
育
成
を
目
的
と
し
ま
す
。

▼
研
修
場
所

瀬
戸
内
町
営
農
支
援
セ
ン
タ
ー

▼
研
修
品
目

重
点
振
興
品
目
（
パ
ッ
シ
ョ
ン
フ
ル
ー

ツ
、
た
ん
か
ん
、
カ
ボ
チ
ャ
、
肉
用

牛
等
）

▼
研
修
内
容

①
農
業
基
礎
講
座

②
研
修
施
設
等
を
活
用
し
た
実
践
研
修

③
そ
の
他
就
農
に
向
け
た
各
種
研
修

会
へ
の
参
加

▼
研
修
中
の
支
援

①
就
農
準
備
資
金

②
中
高
年
層
の
就
農
支
援
（
瀬
戸
内

町
ふ
る
さ
と
Ｕ
タ
ー
ン
就
農
支
援
）

③
青
年
等
就
農
計
画
・
営
農
計
画
等

の
作
成
支
援

▼
研
修
期
間

令
和
6
年
７
月
か
ら
１
年
間

令
和
６
年
度
『
農
業
研
修
生
』
の
募
集
に
つ
い
て

■お問合わせ先　 農林課営農畜産係　☎ 0997 － 72 － 1174

▼
研
修
時
間

土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前
８

時
30
分
～
午
後
5
時
ま
で

た
だ
し
、
研
修
時
間
の
延
長
、
ま
た
は
休

日
に
研
修
を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

▼
募
集
条
件

①
農
業
を
職
業
と
し
て
選
択
し
、
自
主
的

努
力
を
基
本
に
自
立
経
営
農
家
を
め
ざ
し

た
就
農
意
欲
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
者

②
本
町
に
住
所
を
有
し
、
研
修
後
も
本
町

に
お
い
て
農
業
に
従
事
で
き
る
者

③
年
齢
が
概
ね
18
歳
か
ら
65
歳
以
下
の
健

康
な
者

④
自
己
資
金
等
の
条
件
が
整
っ
て
お
り
、

農
地
の
確
保
が
見
込
ま
れ
る
者

⑤
普
通
自
動
車
運
転
免
許
を
有
す
る
者

⑥
身
元
保
証
人
が
１
名
い
る
者

▼
募
集
人
員　

若
干
名

▼
募
集
期
間　

４
月
30
日
㈫
ま
で

▼
申
込
方
法

研
修
申
請
書
は
農
林
課
で
直
接
受
け
取
る

か
、
こ
ち
ら
の
二
次
元
コ
ー
ド

（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

募 集

アンケートの
ご回答は

こちらから
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令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら

『
相
続
登
記
』
の
申
請
が

義
務
化
さ
れ
ま
す
！

■お問合わせ先　 鹿児島地方法務局奄美支局　☎ 0997 － 52 － 0376

不
動
産
の
相
続
登
記
の
申
請
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
任
意
で
し
た

が
、
相
続
登
記
が
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
に
よ
り
所
有
者
が
わ
か
ら
ず

公
共
事
業
や
復
旧
・
復
興
事
業
の

妨
げ
と
な
っ
た
り
、
管
理
が
さ
れ

ず
に
放
置
さ
れ
隣
接
地
に
悪
影
響

を
及
ぼ
す
な
ど
、
様
々
な
問
題
が

生
じ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
問
題
の
発
生
を
予
防
す

る
た
め
、
相
続
人
は
そ
の
所
有
権

を
取
得
し
た
こ
と
を
知
っ
た
日
か

ら
3
年
以
内
に
相
続
登
記
の
申
請

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

さ
れ
ま
し
た
。

詳
し
く
は
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

司
法
書
士
に
よ
る

法
律
相
談
会

（
無
料
）
の
ご
案
内

お知らせ
瀬
戸
内
町
商
工
会
青
年

部
主
催
の
、
司
法
書
士

に
よ
る
法
律
相
談
会
（
無

料
）
を
次
の
と
お
り
開

催
し
ま
す
。
事
前
に
予

約
さ
れ
る
と
、
優
先
的

に
ご
相
談
い
た
だ
け
ま

す
。
相
続
や
遺ゆ

い

言ご
ん

に
つ

い
て
、
不
動
産
の
名
義

変
更
に
つ
い
て
、
老
後

の
資
産
管
理
、
成
年
後

見
制
度
っ
て
何
？
会
社

を
作
り
た
い
。
な
ど
、

様
々
な
お
悩
み
も
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
日
時

3
月
21
日
㈭

午
前
10
時
～
午
後
1
時

▼
相
談
会
場

き
ゅ
ら
島
交
流
館
2
階

更
衣
室
（
和
室
）

※
正
式
な
依
頼
に
至
っ

た
段
階
で
、
費
用
が
発

生
し
ま
す
。

令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら

戸
籍
制
度
が
利
用
し
や
す
く
な
り
ま
す

　■お問合わせ先　 町民生活課戸籍住民係　☎ 0997 － 72 － 1060

▼
戸
籍
証
明
書
等
の
広
域
交
付

従
来
、
戸
籍
（
除
籍
）
の
証
明

書
に
つ
い
て
は
、
本
籍
地
に
お

い
て
の
み
交
付
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
が
、
本
年
３
月

１
日
以
降
は
、
戸
籍
に
記
載
さ

れ
た
本
人
、
そ
の
配
偶
者
、
直

系
尊
属
（
父
母
、
祖
父
母
等
）

お
よ
び
直
系
卑
属
（
子
、
孫
等
）

が
市
区
町
村
窓
口
で
請
求
す
る

場
合
に
限
り
、
本
籍
地
以
外
の

市
区
町
村
に
お
い
て
も
交
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

広
域
交
付
に
よ
り
戸
籍
証
明
書

の
交
付
を
受
け
る
に
は
、
請
求

で
き
る
方
ご
本
人
が
、
窓
口
に

お
越
し
に
な
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証
等
の
顔

写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
を
提

示
し
て
請
求
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
（
郵
送
で
の
お
取
り
扱
い

は
で
き
ま
せ
ん
。）。

ま
た
、
一
部
事
項
証
明
書
、
個

人
事
項
証
明
書
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
化
さ
れ
て
い
な
い
戸
籍
（
除

お知らせ

籍
）
な
ど
、
一
部
、
広
域

交
付
の
対
象
と
な
ら
な
い

証
明
書
も
あ
り
ま
す
。

▼
戸
籍
届
出
時
に
お
け
る

戸
籍
証
明
書
等
の
添
付
負

担
の
軽
減

例
え
ば
、
本
籍
地
以
外
の

市
区
町
村
に
婚
姻
届
を
提

出
す
る
場
合
、
こ
れ
ま
で

は
戸
籍
証
明
書
の
提
出
を

お
願
い
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
が
、
令
和
６
年
３

月
１
日
以
降
は
、
戸
籍
証

明
書
等
の
添
付
が
原
則
不

要
と
な
り
ま
す
。

戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
に
つ
い
て
は
、
法

務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
町
民
生
活
課
戸
籍
住
民

係
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

■お問合わせ先　 瀬戸内町商工会青年部（木村司法書士事務所）　☎ 0997 － 72 － 3672

法務省
ホームページは

こちらから

お知らせ

法務省
ホームページは

こちらから

簡
易
水
道
事
業
お
よ

び
農
業
集
落
排
水
事

業
が
公
営
企
業
会
計

へ
移
行

お知らせ

瀬
戸
内
町
簡
易
水
道
事
業

お
よ
び
瀬
戸
内
町
農
業
集

落
排
水
事
業
は
、
令
和
6

年
4
月
1
日
か
ら
、
こ
れ

ま
で
の
官
公
庁
会
計
（
特

別
会
計
）
か
ら
、
地
方
公

営
企
業
法
を
適
用
し
た
公

営
企
業
会
計
へ
移
行
し
ま

す
。
な
お
、
地
方
公
営
企

業
法
の
適
用
は
、
主
に
会

計
方
式
の
変
更
で
あ
り
、

手
続
き
方
法
、
簡
易
水
道

使
用
料
・
農
業
集
落
排
水

使
用
料
・
受
益
者
負
担
金

な
ど
の
納
付
方
法
等
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お

り
で
変
更
は
な
く
、
使
用

者
の
皆
様
に
は
直
接
の
影

響
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
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■お問合わせ先　 水道課管理係　☎ 0997 － 72 － 1057

で
ご
確
認

い
た
だ
く

か
、
お
近

く
の
法
務

局
に
お
問

合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
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～ 受付時間延長 ～ マイナンバーカード（手続き全般）
　■お問合わせ先　 町民生活課戸籍住民係　☎ 0997 － 72 － 1060

お知らせ

▶日時　3 月 8 日（金）・3 月 22 日（金）午後 5 時 15 分～午後 7 時

　　　　3 月 9 日（土）・3 月 23 日（土）午前８時 30 分～正午

▶場所　瀬戸内町役場町民生活課戸籍住民係窓口

▶手続きに必要なもの
　・申請の場合 … 本人確認書類　※写真撮影は無料で行います。

　・交付の場合 … ハガキ・本人確認書類

　・更新の場合 … マイナンバーカード（暗証番号等）

※平日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までの通常開庁時間帯も受け付けています。

※本人確認書類（以下の①書類を 1 点。ない場合は、②を 2 点持参）

　①運転免許証・パスポート・在留カード・無料乗車券　など

　②健康保険証・年金手帳・医療受給者証・学生証　など

マイナンバーカード
総合サイトは
こちらから

▶応募資格　①瀬戸内町（加計呂麻地区）に住所を有している者

　　　　　　②令和 6 年４月１日時点で満年齢 18 歳以上 65 歳未満の者

　　　　　　③町税および使用料等に滞納がない者（本人のみ）

　　　　　　④伐採資格を有する者

▶応募期間　3 月 1 日（金）～ 3 月 15 日（金）（土・日曜日を除く）

▶応募方法　申込書兼履歴書は建設課窓口で配布または町ホームページからダウンロードできます。

　　　　　　※郵送可、3 月 15 日（金）消印有効

▶採用方法　書類選考により実施、採用者には別途通知します。

▶業務期間　令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日

▶職種　道路伐採作業

▶募集人員　４人

▶勤務時間　午前 8 時 30 分～午後 5 時　※月 15 日間勤務

▶委託料　日額 9,500 円（交通費含む）

町ホームページは
こちらから

募 集 令和６年度加計呂麻地区道路伐採業務委託員

■お問合わせ・お申込み先　 建設課土木施設維持係
　　　　　　　　　　　　　　〒 894-1592　瀬戸内町古仁屋船津 23 番地　☎ 0997 － 72 － 1197

令和６年度の特別障害者手当等の手当額について
重度の障害者または児に対して、その障害により必要となる特別の負担の軽減をはかるため手当が支給さ

れます。

▶支給要件　精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態

　　　　　　にある在宅の 20 歳以上（障害児福祉手当は 20 歳未満）の者に支給されます。

▶支給月額

お知らせ

■お問合わせ先　 保健福祉課保健福祉係　☎ 0997 － 72 － 1068
　　　　　　　　 大島支庁瀬戸内事務所福祉課　☎ 0997 － 72 － 0186

区分 令和５年度（月額） 令和６年度（月額）

特別障害者手当 27,980 円 28,840 円

障害児福祉手当 15,220 円 15,690 円

▶支払時期　原則として毎年 2 月、5 月、8 月、11 月にそれぞれの前月分までが支給されます。

▶所得制限　受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、

　　　　　　手当は支給されません。

申請・交付・更新・ロック解除など
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消費者庁では、地方公共団体、消費者団体や学生から食品ロス削減につながるレシピをご提供いただき、

料理レシピサービス クックパッド「消費者庁のキッチン」で紹介しています。

家庭で残っている食材を使いきるだけでも、食品ロス削減につながります。

レシピを参考に、家庭での食品ロスを減らしてみませんか ?

【参考】クックパッド「消費者庁のキッチン」

　　　  https://cookpad.com/kitchen/10421939

賃貸アパート退去時の原状回復のトラブルに注意お知らせ

■お問合わせ先　 各消費生活相談窓口
一人で悩まず、消費者ホットライン ☎ 局番なし 188　　瀬戸内町消費生活相談窓口 ☎ 0997 － 72 － 0640
鹿児島県消費生活センター ☎ 099 － 224 － 0999　　（大島消費生活相談所 ☎ 0997 － 52 － 0999） 

事例　家賃 6 万 5 千円で 2 年間住んだ築 30 年のアパー

トを退去した。管理会社から、壁クロス張り替え代、床

工事費、ハウスクリーニング代、エアコン洗浄費など約

17 万円の原状回復費用を請求され、家賃の日割り返金

分と敷金との差額約 5 万円を支払うように言われた。

ハウスクリーニング代とエアコン洗浄費は契約書に記載

があるので払うが、壁や床は汚していないし、壁のクロ

スは入居時につぎはぎだらけだった。支払いたくない。

▶ひとことアドバイス
・賃貸住宅を退去する際の原状回復について、年月の経

過による変化や普通に使っていて付いた傷などの修繕費

用は、借主が負担する必要はないとされています。納得

できない費用を請求された場合は、国土交通省の「原状

回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、貸主

側に説明を求め、話し合いましょう。

・退去時だけでなく入居時も、貸主と一緒に部屋の状態

を確認し、確認内容をメモしたり、傷や汚れの写真を撮っ

たりして記録に残しましょう。

・契約する際は、契約内容や特約などをよく確認しましょう。

・困ったときは、消費生活センター等にご相談ください。

「成年年齢引き下げ」により 18 歳で成年になります。

親の同意なしで契約が結べるようになりますが、原則として一方的に契約をやめることはできないので、

契約するかどうか、慎重に検討しましょう。

クックパッド「消費者庁のキッチン」
　■お問合わせ先　 商工交通課商工交通係　☎ 0997 － 72 － 0640

お知らせ

消費者庁のキッチン
はこちらから

　■お問合わせ・お申込み先　 おさめ税理士事務所　☎ 0997 － 76 － 3923 ／ ☎ 090 － 5333 － 3439

お知らせ 税理士事務所での無料相談会
税理士事務所において申告者の皆様の各種税務や会計事務などに無料でご相談に応じます。相談を希望

される方は、事前に電話などでご予約ください。※申告・納税に関する相談（30 分程度）は無料です。

ただし、譲渡・贈与の相談や具体的に申告書、決算書、帳簿等の作成を依頼される場合は有料となります。

▶相談会場　おさめ税理士事務所（古仁屋大湊６ 登山ビル２階）
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身体的な暴力 

□大声で怒鳴る・バカにする 

□交友関係を制限する 

□無視をする 

□行動を監視・制限する 

□メール等をチェックする 等 

□殴る・たたく・蹴る 

□腕をつかむ・ひねる 

□髪を引っ張る 

□物を投げつける 

□刃物などを突きつける 等 

□デート費用を全く払わない 

□借りたお金を返さない 

□外で働かせない・仕事を辞めさせる 

□生活費を渡さない 

□貯金を勝手に使う 等 

□性行為を強要する 

□避妊に協力しない 

□見たくないポルノビデオ等を見せる 

□嫌がっているのに裸等を撮影する 

□中絶を強要する 等 

性的な暴力 経済的な暴力 

これらはすべて暴力です。 
どんな事情があっても、暴力をふるっていいという理由にはなりません 

恋人・パートナーは、「自分のモノ」ではありません。 

あなたと同じように、あなたの恋人・パートナーも、大切にされるべき、 

カラダとココロを持っている一人の尊厳のある人間です。 

「イライラ」したり、「不安」になったときは、立ち止まって考えてみてください。 
 
恋人・パートナーと安心して、楽しく穏やかな時をすごすために… 
■意見が違ったとき、安心して互いの意見を伝え合い、相談できる。 
■2人の時間だけでなく、自分や相手のプライベートな時間も大切にできる。 
■嫌なことについては、「NO」と言える・相手が嫌がることはしない。 
■2人の関係が、「上―下」、「主―従」の関係になっていない。 

自分のことも、相手のことも大切にできる関係をつくっていきたいですね。 

■お問合わせ先　 企画課企画振興係　☎ 0997 － 72 － 1112
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学習補助、活動補助 他 

９００円 交通費別途支給   時 給 

仕事内容 

◆お問合わせ：教育委員会社会教育課 生涯学習係 岩永 ☎72-2905 

 瀬戸内町放課後子ども教室は、放課後における子ども達の、安全・安心
な活動拠点（居場所）を設け、地域の方々の協力を得ながら、子ども達と
共に勉強やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動などの取り組み
を推進している事業です。  
 子ども教室の活動には、子ども達を見守る地域の方々の存在がかかせ
ません。子ども達と一緒に楽しく活動し、見守ってくださるスタッフを募集
しています。  

嘉鉄教室 場所：嘉鉄公民館 他 

時間：月・水・金  １５：００～１７：３０までの 
                 ２時間～２.５時間 
週１回でも可。月１・２回参加可能な方はご相談ください。 

応募方法 

瀬戸内町子育て支援・かごしま地域塾推進事業 主催／瀬戸内町教育委員会社会教育課 放課後子ども教室実行委員会 

応募資格 18歳以上の方、性別・資格は問いません。 
              子ども好きな方大歓迎！ 

教育委員会社会教育課へ電話にて 
ご応募ください。 ☎72-2905（社会教育課直通） 

 ＜古仁屋教室＞   
 
随時スタッフ募集中 
          です！ 
お気軽にお問合わせ 
ください。 
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■お問合わせ先　 町民生活課国民年金係　 ☎ 0997 － 72 － 1060

次頁へ
次頁
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▶診療日　5 日（火）、12 日（火）、19 日（火）、26 日（火）
▶診療時間　午前 9 時～正午、午後 1 時 30 分～午後 6 時　※予約制
2 月、3 月は健康診断キャンペーン実施！

■お問合わせ先　 ゆいの島どうぶつ病院瀬戸内病院　☎ 0997 － 73 － 7100

ゆいの島どうぶつ病院瀬戸内病院 ３月の診療日お知らせ
ゆいの島どうぶつ病院

瀬戸内病院ホームページ

   ■お問合わせ先 瀬戸内消防分署☎0997-72-1190

3月1日から3月7日まで『春季全国火災予防運動』が実施されます。

出火原因（鹿児島県）
1位 たき火、２位 火入れ、３位 コンロ火災

期間中の主な行事（予定）
項  目 行 事 内 容 日 時・場 所

・中高層ビル火災想定訓練
3月4日（9：30～11：30）

 高丘地区

・消防団・消防署早朝合同訓練
3月10日（5：30～7：30）

 船津地区

広  報
・幼年消防防火ハッピ着用による
 火災予防啓発運動
・危険物施設の立入検査
・防火対象物の立入検査

消 防 訓 練

3/1～3/7(期間中)
消 防     

査 察 等

2023年度全国統一防災標語

 この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるにあたって、町民の皆さんに防火防災意
識や防災行動力を高めていただくことにより、火災の発生を未然に防ぎ、万が一発生した
場合にも被害を最小限にとどめ、火災から尊い命と貴重な財産を守ることを目的として行
います。３月は空気が乾燥し強風が吹くため、１年のうちで最も火災が発生しやすい時季
です。火の取扱いには十分注意し、大切な命や貴重な財産を火災から守りましょう。
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お問合わせ先

TEL：0997-72-1190

FAX：0997-72-1192

自殺を予防する「TALKの原則」

Tell：はっきりと言葉に出して相手を心配していると伝える。

Ask：死にたいと思っているかどうかを率直に尋ねる。

Listen：絶望的な気持ちを受けとめ、徹底的に傾聴する。

Keep safe：危険と判断したら、本人の安全を確保し適切に対処する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　消防隊が町民の皆さんの疑問にお答えします　
サ　イ　レ　ン　吹　鳴　に　つ　い　て

　消防車両が出場する際に、サイレンを吹鳴しながら緊急走行します。その際

に『カンカン』と警鐘を鳴らす場合は火災出動となります。ドクターヘリの支

援活動や、救助出動では警鐘は鳴らしませんので、お間違いの無いようよろし

くお願いします。

サイレン吹鳴についての詳しい情報は　

こちらの二次元コードから→

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
瀬戸内消防分署では救急講習会で命を救う知識、技術を教えています。

掲載している内容以上の知識、技術を学びたい方はぜひお問合わせください。

日本全国ＡＥＤマップの活用を！

瀬戸内消防分署救急係

年度末の異動時期となりました　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
悩んでいる方が居たら声掛けを！！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

異変に気付くこと、声を掛ける勇気が大事です

３月は自殺対策強化月間です！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一人で悩まず周囲への声掛けを！！

←この二次元コードを読み取ると、
　旅先でもAEDの設置場所が
　わかります。

 その人の心が　　　　　　 壊れてしまう前に

 救える命を救いましょう
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　　諸鈍小中学校では、「学習用具を大切に～きちんとそろえよう～」を“一事徹底”に掲げ
ています。整理整頓の習慣化を図ること、自他の持ち物や公共物などを大切にする意識を
高めることを目標にしています。これは、家庭でのしつけにも関わり、学校と家庭が連携を
図ることが大切です。 

　　日常生活において、身の回りをきちんと片付けることが秩序の始まりです。生活を合理的にす
るためにも、整理整頓の態度の育成は大切です。整理整頓は、学習にも役立つ力が育まれます。 

1　整理整頓を習慣付ける 

◯「物が整然と置かれた環境」の気持ちよさ、整理しておくことの
　　大切さを、大人が片付けをする姿から感じ取らせましょう。
◯「くつは、ここに、このように・・・」とあるべき姿を示し、整理整頓
　　できたか自分で確認させ、できていないときはやり直しをさせる
　　などして習慣化を図りましょう。
◯他人の物でも、そっと整理整頓してあげる心遣いを身に付けさせましょう。

諸鈍小中学校

校長

 2　自分の持ち物を大切にする 
　浪費慣れした現代社会では自分の持ち物を大切にする心が薄れてきています。愛着をもって丁
寧に扱い、効果的に使うことは大切なことです。物を大切にする心は、人を大切にする心にもつな
がります。 　 

◯道具の正しい使い方や正しい手入れの仕方、片付け方を具体的に
　　教えましょう。
◯自分の持ち物には全て記名させ、紛失したときなどはすぐに新しい
　　物を買い与えず、十分に探させましょう。
◯忘れ物をしないように寝る前に準備させましょう。忘れ物をしたときは、
　　「なぜ忘れたのか」「これからどうすればよいか」を一緒に考えましょう。

3　公共物を大切にする 
　子供は自分勝手な行動をとってしまいがちです。
みんなのことを考えて生活し、集団の一員としての
自覚を高めていくことが重要です。 

＜学習用具を大切に～きちんとそろえよう～＞ 

めばえ めばえ 
2024年3月
292号

今月の担当者

４月のご案内

です。

教育委員会
社会教育課
生涯学習係
担当：岩永
☎ 72-2905

◯次に使う人の身になって公共物を大切にする心を育てましょう。自分の物以上に
　　大切にする心得が大切です。
◯約束やきまりを守る態度を育てましょう。（ひとりじめ禁止、順番を守る、きちんと後始末、
　　汚さないように、安全第一、ゆずり合って　など）
◯きちんと納得できるようにその理由を説明し、「○○しようね。」と、やって欲しいことを伝えましょう。
　　そして、できたことは褒めましょう。
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☑Information｜March

【久根津のクジラ橋】

お問い合わせ：図書館℡0997-72-3799/郷土館℡0997-72-1600

『墓じまいラプソディ』
垣谷 美雨/著

「夫の墓には死んでも入りたく
ない」という義母の遺言から始
まった墓問題。
それは親類や子どもたちを巻き
込み、墓の必要性などを考える
きっかけになっていく。

『はるかな友へ
奄美の日本復帰と子どもたち』

井上 由利子/絵と文
1953年の日本復帰が決まる
と、東京の小学校からふたりの
子どもが「少年使節団」として
奄美を訪れた。奄美の学校を
舞台に子どもたちの交流を描く。

『人間標本』 湊 かなえ/著
『雨露』 梶 よう子/著
『エモい世界史』リチャード・ファース＝ゴッドビヒア/著
『話す力』 阿川 佐和子/著

『地震がきたらどうすればいいの？』あかぎ かんこ/作
『としょかんどろぼう』 ときわ ひろみ/脚本・画
『ぼくの家はかえで荘』 小林 美津江/監修・文
『１まいのがようし』 長坂 真護/作

一般書の新着 児童書の新着

図書館・郷土館だより
1月の図書館利用状況（開館日数：本館21日・移動図書館12日）

【貸出冊数】4,309冊（+1,197冊） 【利用者数】724人（+44人）

〝港古仁屋は 鯨ブーム〟 今から 66年前の昭和

32年（１９５７年）3月の南海日日新聞に、次のよう

な記事が掲載されていました。

「小型の捕鯨船二隻により、大島本島と徳之島

の中間海域で操業し、ミンク鯨（１０ｍ級）を捕獲し

た。鯨は、久根津にある鯨体処理場（大正元年（１９

１２年）に日本東洋捕鯨（株）が設置、戦災により消

失、昭和３６年（１９６１年）瀬戸内漁協が設置）で

処理され、地元はもちろん北九州に送られた。好成

績を知った本土の業者が進出を狙っており、漁港古

仁屋は、小型近海捕鯨の基地として注目を集めて

いる。」（一部抜粋）

しかしながらそんな賑わい

も長くは続かず、昭和３７年

（１９６２年）以降は捕鯨禁

止運動などの広がりにより、

捕鯨に取り組む人はいなくなったようです。ちなみ

に、郷土館にはそのころに捕獲したと思われる、久

根津で見つかった鯨の骨が展示されていますよ。

vol.45

移動図書館や図書館のイベントは、今後の状況次第で

は中止になる場合があります。ご了承ください。

本の取り扱いにご注意ください

図書館ＨＰ

はコチラ

➡➡➡➡➡

イベントのおしらせ
郷土館長のつぶやき！

★図書館友の会
日時：３/3（日） 14：00～15：00
今月は除籍資料の整理の予定です。

★小さい子のおはなし会
日時：3/10（日）1０：30～
場所： 図書館 1階絵本コーナー
赤ちゃんからたのしめる絵本やシアターなど
いろいろなおはなしを用意しています♪

★おはなしのじかん
日時：３/1７（日）10:30～11:00
場所： 図書館 1階絵本コーナー
楽しいおはなしをいろいろ用意しています♪

図書館の本の中には破損や汚損が酷く、泣く泣く

捨てることになる本が多くあります。

水気のあるところで本を読んだり、飲食しながら本

を読むときは細心の注意をお願いします。

場合によっては弁償となる場合もありますのでお

気を付けください。


